
入  札  条  件 
 

１．入札の執行時間を厳守すること。 

  

２．入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 

22年法律第 54号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

 

３．入札者は、入札に際し入札執行者に提示を求められた場合は入札通 

知書を提示すること。また、代理人が入札する場合は、入札の前に、 

その委任状を提出しなければならない。 

 

４．入札者は、入札に係る申込みの際に、入札書を提出しなければなら 

ない。また、提出後の書換え、引換え、変更又は撤回は認めない。 

 

５．落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方 

消費税額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、 

その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札 

者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で 

あるかを問わず、消費税及び地方消費税額を含まない金額で入札する 

こと。 

 

６．落札業者は、落札後すみやかに課税事業者であるか免税事業者であ 

るのかを書面をもって届け出ること。 

 

７．落札者は、業務委託主管課に連絡し委託業務協議を行うこと。 

 

【測量・建設コンサルタント等（紙入札用）】 



８．業務委託契約期間を厳守すること。 

 

９．次の各号のいずれかに該当する入札は、無効または失格とする。 

（１）入札書に記名押印を欠く入札 

（２）入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入 

  札 

（３）一件の入札において同一入札者がなした２以上の入札 

（４）封筒に入札書以外の書類等を入れた入札 

（５）入札書の記載金額を修正または訂正した入札、或いは判読しがた

いと認められる入札 

（６）鉛筆等の容易に消去可能な筆記具を使用した入札 

（７）入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札 

（８）入札に関し談合等の不正行為をした者の入札 

（９）入札執行者の指示に従わない等入札室の秩序を乱した者の入札 

（10）入札参加資格のない者が行った入札 

（11）その他入札条件に違反した入札 

 

10．契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められる

ときは、契約を解除することがあります。 

（１）役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店

又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の

責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は

営業所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以

下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。

以下同じ。）であると認められるとき。 

（２）暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

（３）役員等が自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は

第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用し



ていると認められるとき。 

（４）役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜

を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、

又は関与していると認められるとき。 

（５）役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有

していると認められるとき。 

（６）この契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約（以

下「下請契約等」という。）に当たって、その相手方が第１号から

第５号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締

結したと認められるとき。 

（７）この契約に係る下請契約等に当たって、第１号から第５号までの

いずれかに該当する者をその相手方としていた場合（第６号に該当

する場合を除く。）において、発注者が受注者に対して当該契約の

解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

（８）この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を

受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は

警察に届け出なかったとき。 

 



入 札 の 心 得 

 

 天理市が執行する建設工事、業務委託の入札に参加する者（以下「入札

参加者」という。）及び電子入札に立ち会いする者（以下「電子入札立ち

会い者」という。）は、天理市契約規則、天理市工事執行規則、天理市建

設工事電子入札実施要領、入札条件及びその他法令規則等に定めるものの

ほか、次の事項を厳守しなければならない。 

 

１．入札室に入室できる入札参加者及び電子入札立ち会い者は、１名とす 

る。 

 

２．電子入札立ち会い者は入札の時間を厳守し、入室に際し立ち会いを許 

可された者であることを証明するために、入札執行者に社員証等（名刺 

可）を提示すること。代理人が立ち会いをする場合もその代理人の社員 

証等を提示すること。 

 

３．入札室においては、入札参加者及び電子入札立ち会い者は静粛にしな 

ければならない。 

 

４．入札室において、入札参加者及び電子入札立ち会い者は入札執行者の 

指示に従うものとし、入札執行に支障を及ぼすおそれのある行為を行わ 

ないこと。入札執行を妨げる行為又は入札執行に支障を及ぼすおそれの 

ある行為を行った場合は、入札参加者及び電子入札立ち会い者は退出し 

なければならない。 


